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は
じ
め
に

　

現
在
、
わ
が
国
の
政
府
（
担
当
官
庁
は
、
消
費
者
庁
）
は
、「
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手

続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
」
と
い
う
法
案
を
二
〇
一
三
年
度
の
通
常
国
会
に
提
出
す
る
べ
く
、
そ
の
準
備
を
行
っ
て
い
ま
す）1
（

。
こ

の
法
案
は
、
消
費
者
契
約
に
関
し
て
相
当
多
数
の
消
費
者
に
生
じ
た
財
産
的
被
害
を
集
団
的
に
回
復
す
る
た
め
に
、
内
閣
総
理
大
臣
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の
認
定
を
受
け
た
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
、
被
害
者
で
あ
る
消
費
者
に
代
わ
っ
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
、
一

般
に
は
「
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
「
二
段
階
型
」
の
仕
組
み
を
も
っ
た
集
合
訴
訟
制
度
で
す
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、
一
段
階
目
で
は
、
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
み
ず
か
ら
の
判
断
で
訴
え
を
提
起
し
て
、
被
告
と
さ
れ
た
事
業
者
が
特
定
範
囲

の
消
費
者
一
般
に
対
し
て
金
銭
を
支
払
う
義
務
を
負
う
こ
と
を
判
決
に
よ
っ
て
確
認
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
段
階
目
は
、
共
通
争
点

で
あ
る
被
告
の
責
任
の
有
無
を
確
定
す
る
手
続
で
す
。
次
に
、
二
段
階
目
で
は
、
一
段
階
目
で
確
認
さ
れ
た
被
告
の
責
任
を
前
提
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
消
費
者
の
債
権
に
つ
い
て
判
断
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
二
段
階
目
は
、
一
段
階
目
の
手
続
を
追
行
し
た
特
定
適

格
消
費
者
団
体
が
、
手
続
へ
の
加
入
を
希
望
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
消
費
者
か
ら
授
権
を
受
け
て
、
消
費
者
ご
と
に
異
な
る
個
別
争
点
を

審
判
す
る
手
続
で
す
。
こ
う
し
た
二
段
階
型
の
集
合
訴
訟
の
仕
組
み
は
、
比
較
法
的
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
制
度
に
み
ら
れ

る
も
の
で
す
。
わ
が
国
で
、
二
段
階
型
の
集
合
訴
訟
制
度
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、
概
略
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
ず
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
、
消
費
者
被
害
を
集
団
的
に
回
復
す
る
た
め
の
新
し
い
訴
訟
制
度
を
検
討
す
る
た
め
に
、
内
閣
府

国
民
生
活
局
長
の
私
的
研
究
会
と
し
て
、「
集
団
的
消
費
者
被
害
回
復
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
」
が
組
織
さ
れ
、
そ
の
座
長
に
は

私
が
就
任
し
ま
し
た
。
同
研
究
会
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
現
行
制
度
や
諸
外
国
の
制
度
お
よ
び
運
用
状
況
な
ど
を
調
査
し
、
二
〇
〇

九
年
八
月
に
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
が）2
（

、
そ
の
中
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
が
採
用
す
る
二
段
階
型
が
、
有
力
な
選
択
肢
の
一
つ
と

さ
れ
ま
し
た
。
次
い
で
、
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
に
消
費
者
庁
が
発
足
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
内
閣
府
国
民
生
活
局
は
廃
止
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
関
係
業
務
を
引
き
継
い
だ
同
庁
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
、「
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
こ
の
研
究
会
の
座
長
も
、
や
は
り
、
私
が
拝
命
し
ま
し
た
。

　
「
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
研
究
会
」
は
、「
集
団
的
消
費
者
被
害
回
復
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
」
の
研
究
成
果
を
基
礎
と

し
て
、
さ
ら
に
、
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
に
関
す
る
調
査
と
研
究
を
進
め
、
将
来
の
立
法
作
業
を
見
据
え
て
一
定
の
論
点
整
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理
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
会
議
に
お
け
る
資
料
を
得
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
消
費
者
庁
は
、
わ
が
国
に
と
っ
て
参
考

と
な
り
得
る
消
費
者
被
害
救
済
制
度
を
有
し
て
い
る
各
国
に
調
査
団
を
派
遣
し
、
立
法
の
経
緯
や
運
用
状
況
な
ど
に
関
す
る
調
査
を

行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
消
費
者
庁
か
ら
「
財
団
法
人
比
較
法
研
究
セ
ン

タ
ー
」
に
委
嘱
が
な
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
六
日
か
ら
同
月
二
一
日
に
か
け
て
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
と
ブ
ラ
ジ
リ
ア
に
お
い
て
、

関
係
官
庁
、
消
費
者
団
体
、
法
律
事
務
所
、
大
学
教
授
な
ど
を
対
象
に
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
調
査
に
は
、
私
も
加
わ
り
、

ま
た
、
こ
の
会
場
に
お
ら
れ
る
ワ
タ
ナ
ベ
先
生
や
ニ
ノ
ミ
ヤ
先
生
に
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
調
査
の
結
果
は
、

「
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
研
究
会
」
の
報
告
書）3
（

に
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
で
は
、
わ
が
国
が
採
用
す
べ
き
集
合

訴
訟
の
形
態
と
し
て
複
数
の
選
択
肢
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
研
究
会
の
内
部
で
は
二
段
階
型
が
有
力
で
あ
る
と
の
認
識
が
す
で
に
共

有
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、
政
府
原
案
の
基
礎
を
作
る
た
め
に
、
消
費
者
委
員
会
に
「
集
団
的
消
費
者
被
害
救
済
制
度
専
門

調
査
会
」
が
設
置
さ
れ
、
早
稲
田
大
学
の
伊
藤
眞
教
授
が
座
長
に
、
私
が
座
長
代
理
に
就
任
し
ま
し
た）（
（

。
こ
の
専
門
調
査
会
の
段
階

で
は
、
す
で
に
制
度
設
計
の
基
本
は
実
質
的
に
は
二
段
階
型
に
絞
り
込
ま
れ
て
お
り
、
議
論
の
中
心
は
、
二
段
階
型
を
と
っ
た
場
合

の
技
術
的
な
問
題
点
の
調
整
に
注
が
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
、
二
〇
一
一
年
八
月
、
同
専
門
調
査
会
の
報
告
書
が

取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た）（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
報
告
書
の
内
容
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
消
費
者
庁
に
お
い
て
今
回
の
法
案
が
作
ら
れ
ま
し

た
。
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二　

日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
仕
組
み

　

１　

制
度
の
概
要

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
未
だ
法
案
の
段
階
で
す
が
、
今
年
度
中
の
成
立
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
の
制
度
の
概
要
か
ら
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
基
本
的
な
制
度
設
計
で
す
が
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
お
り
ま
す
よ
う

に
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
制
度
と
同
様
の
二
段
階
型
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
二
段
階
の
手
続
の
う
ち
、
最
初
の
一
段
階
目
の
手
続
は
、

「
共
通
義
務
確
認
訴
訟
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
共
通
争
点
で
あ
る
被
告
の
責
任
を
確
定
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
確
認
訴
訟
で
す
。
次
に
、
二
段
階
目
の
手
続
で
す
が
、「
債
権
確
定
手
続
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
「
債
権
確
定
手
続
」

は
、
個
別
争
点
を
な
る
べ
く
簡
易
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
、「
簡
易
確
定
手
続
」
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
非
訟
手
続
で
行
う
の

が
原
則
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
債
権
確
定
『
訴
訟
』」
で
は
な
く
、「
債
権
確
定
『
手
続
』」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
実
体
的
な

権
利
義
務
の
確
定
は
、
当
事
者
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
法
三
二
条
）
を
守
る
た
め
に
、
当
事
者
が
望
め
ば
最
終
的
に
は
訴
訟
で

確
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
簡
易
確
定
手
続
に
お
け
る
裁
判
と
し
て
の
「
簡
易
確
定
決
定
」
に
対
し
て
当
事
者
が
異
議

を
述
べ
れ
ば
、
通
常
の
訴
訟
に
移
行
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

２　

当
事
者
適
格

　

日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
原
告
適
格
が
限
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
特
定
適
格
消
費
者
団
体
の
み
が
原
告
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
設
計
で
す
。
現
在
、
消
費
者
団
体
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
の
適
格
認
定
を
受
け
て
い
る
消
費
者
団
体
が

全
国
で
一
一
団
体
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
原
告
に
な
る
に
は
、
従
来
の
差
止
請
求
訴
訟
を
行
う
た
め

の
適
格
認
定
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
す
で
に
認
定
を
受
け
て
い
る
「
適
格
消
費
者
団
体
」
が
、
新
た
に
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
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申
請
を
し
て
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
た
め
の
適
格
認
定
を
重
ね
て
取
得
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二

重
の
適
格
指
定
を
受
け
た
団
体
を
「
特
定
適
格
消
費
者
団
体
」
と
呼
び
ま
す
。
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
原
告
適
格
を
適
格
消

費
者
団
体
に
与
え
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
、
か
な
り
早
い
時
期
に
論
文
等
で
提
案
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す）6
（

。
こ
の

よ
う
に
、行
政
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
特
定
の
団
体
に
原
告
適
格
を
限
定
す
る
案
の
メ
リ
ッ
ト
は
、ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
裁
判
所
に
よ
る
事
件
ご
と
の
適
格
認
定
の
た
め
の
手
続
を
不
要
に
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
弁
護

士
が
儲
か
り
そ
う
な
事
件
を
探
し
て
き
て
、
み
ず
か
ら
原
告
と
な
っ
て
濫
訴
を
行
う
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
他
方
で
、
原
告
と
な
り
得
る
者
が
過
度
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
は
、
理
想

的
に
は
、
適
格
団
体
に
原
告
適
格
を
付
与
す
る
制
度
と
、
被
害
を
受
け
た
消
費
者
も
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
原
告
適
格
を
得
ら
れ

る
制
度
を
併
用
す
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
将
来
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

３　

認
定
要
件

　
「
特
定
適
格
消
費
者
団
体
」
と
し
て
の
認
定
に
際
し
て
は
、
集
団
的
被
害
回
復
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
る

か
ど
う
か
が
審
査
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
の
認
定
要
件
は
、
概
ね
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。
第
一
は
、
す
で
に
適
格
消
費
者
団
体
と

し
て
の
認
定
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
当
事
者
適
格
を
使
っ
て
、
差
止
請
求
の
団
体
訴
訟
を
あ
る
程
度
継
続
し
て
適
正
に
行
っ
た
実
績

が
あ
る
こ
と
で
す
。
第
二
は
、
消
費
者
被
害
の
回
復
に
関
係
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
、
業
務
規
程
、
経

理
的
基
礎
等
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
第
三
は
、
消
費
者
被
害
の
回
復
に
関
係
す
る
業
務
の
執
行
を
決
定
す
る
機
関

と
し
て
理
事
会
が
置
か
れ
、
か
つ
、
理
事
の
う
ち
の
一
人
以
上
が
弁
護
士
で
あ
る
こ
と
で
す
。
第
四
に
、
支
払
い
を
受
け
る
報
酬
や

費
用
な
ど
を
含
む
金
銭
の
管
理
等
を
定
め
た
業
務
規
程
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
す
で
に
存
在
す
る
差
止
請
求
訴
訟
で
は
、
適

格
消
費
者
団
体
は
団
体
訴
訟
に
よ
っ
て
お
金
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
お
金
を
扱
う
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こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
ら
が
特
定
適
格
消
費
者
団
体
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
た
め
の
主
要
な
要
件
で
す
が
、
こ
れ
ら
以
外

に
も
い
く
つ
か
の
要
件
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

三　

日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
事
案

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
集
団
訴
訟
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ジ
ル
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
対
象
事
案
の
限
定
は
ほ
と
ん
ど
な
く
広
範
な
事
件
を

対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
訴
訟
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
拡
散
性
の
高
い
権
利
や
利
益
も
広
く
対
象

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
今
回
の
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
対
象
事
案
が
狭
く

絞
り
込
ま
れ
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
汎
用
性
の
あ
る
集
合
訴
訟
制
度
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

具
体
的
に
は
、
事
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
負
う
金
銭
の
支
払
債
務
で
あ
っ
て
、
消
費
契
約
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
五
つ

の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
①
契
約
上
の
債
務
の
履
行
の
請
求
、
②
不
当
利
得
に
関
す
る
請
求
、
③
契
約
上
の
債
務

の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
、
④
瑕
疵
担
保
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
、
⑤
不
法
行
為
に
基
づ
く
民
法
の
規
定
に

よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
で
す）7
（

。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
事
案
は
、
消
費
者
契
約
に
関
係
す
る
ト
ラ
ブ
ル

を
原
因
と
す
る
事
件
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
一
部
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
他
方
に
お
い
て
、
①
消

費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
以
外
の
財
産
が
滅
失
ま
た
は
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
拡
大
的
に
生
じ
た
損
害
（
拡
大
損
害
）、
②

消
費
者
契
約
の
目
的
物
の
提
供
が
あ
れ
ば
得
る
は
ず
で
あ
っ
た
利
益
を
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
（
逸
失
利
益
）、
③
人
の
生
命

ま
た
は
身
体
を
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
（
人
身
損
害
）、
④
精
神
上
の
苦
痛
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
損
害
（
慰
謝
料
）

な
ど
は
、
明
示
的
に
対
象
事
案
か
ら
外
さ
れ
て
い
ま
す）8
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
で
あ
っ
て
も
、
純
粋
な
事
故
に
基
づ
く
も
の
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
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す
。
た
と
え
ば
、
今
般
の
福
島
の
原
発
事
故
の
よ
う
な
出
来
事
に
よ
っ
て
放
射
能
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
や
風
評
被
害
を
受
け
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
契
約
上
の
事
件
で
は
な
い
の
で
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
た
と
え
消
費

者
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
っ
て
も
、
人
の
生
命
や
身
体
に
関
し
て
生
じ
た
損
害
も
除
か
れ
て
い
る
の
で
、
航
空
機
事
故
や
列

車
事
故
に
よ
っ
て
大
勢
の
被
害
者
が
出
た
事
件
な
ど
も
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
は
基
本
的
に
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
あ
る
い

は
、
消
費
者
が
購
入
し
た
製
品
の
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
物
品
を
購
入
し
た
消
費
者
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の
人
や
家
族
な

ど
に
拡
大
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
そ
の
拡
大
損
害
の
部
分
は
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
立
法
段
階
で
議
論
に
な
っ
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
流
出
事
案
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
消
費
者
契
約
の
目
的
と
な
る
も
の
に
関
し
て
生
じ
た

損
害
と
い
え
る
場
合
に
は
対
象
事
案
と
な
り
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
個
人
情
報

の
流
出
事
案
で
は
、
財
産
的
な
被
害
で
は
な
く
精
神
的
苦
痛
が
損
害
と
い
う
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
慰
謝
料
は
除
外
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
場
合
は
消
費
者
契
約
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
が
及
ぶ
射
程
は
か
な
り
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
集
合
訴
訟
の
本
来
の
理
屈
か
ら

い
う
と
、
先
ほ
ど
の
よ
う
な
事
件
を
除
外
す
べ
き
理
論
的
な
理
由
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
す
。
比
較
法
の
観
点
か
ら
み
て
も
、
こ

れ
ほ
ど
対
象
事
案
を
狭
く
絞
り
込
ん
だ
集
合
訴
訟
制
度
は
、
世
界
的
に
珍
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ

う
な
限
定
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
日
本
に
お
け
る
消
費
者
庁
の
所
管
の
範
囲
や
多
く
の
消
費
者
団
体
の
現
状
や
意
識
な
ど
が
少
な
か

ら
ず
関
係
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
不
法
行
為
事
件
や
人
身
被
害
事
件
は
法
務
省
の
所
管
で
あ
り
、
消
費
者
庁
は
そ
う
し

た
事
件
を
所
管
す
る
官
庁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
担
う
消
費
者
団
体
の
多
く
は
、
こ
れ
ま
で
消

費
者
契
約
法
上
の
事
件
を
扱
っ
て
き
て
お
り
、
通
常
の
不
法
行
為
事
件
や
人
身
被
害
事
件
に
は
あ
ま
り
タ
ッ
チ
し
な
い
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
対
象
事
案
が
絞
ら
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
で
す
。
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
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拡
大
に
反
対
し
て
い
る
経
済
界
や
公
的
機
関
の
意
向
に
対
し
て
の
配
慮
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
す
で
に
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
現
段
階
で
も
、
経
済
界
な
ど
は
立
法
そ
の
も
の
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
お
り
、

政
治
的
に
は
、
対
象
事
案
を
あ
る
程
度
絞
り
込
ま
な
い
と
、
制
度
の
実
現
自
体
が
危
う
く
な
る
と
い
う
考
慮
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

四　

一
段
階
目
の
手
続

　

そ
れ
で
は
、
日
本
版
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
の
中
身
を
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一

段
階
目
の
手
続
は
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
共
通
義
務
確
認
訴
訟
で
す）9
（

。
こ
れ
は
、
被
告
の
共
通
義
務
の
有
無
お

よ
び
内
容
を
判
断
し
て
確
認
判
決
を
出
す
た
め
の
手
続
で
す
。
共
通
義
務
と
は
、「
事
業
者
が
、
相
当
多
数
の
消
費
者
に
対
し
て
、

消
費
者
に
共
通
す
る
事
実
上
お
よ
び
法
律
上
の
原
因
に
基
づ
き
、
金
銭
支
払
義
務
を
負
う
べ
き
債
務
」
で
す）（（
（

。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の

対
象
債
権
に
共
通
す
る
争
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
被
告
の
責
任
の
こ
と
で
す
。
一
段
階
目
の
手
続
で
は
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
共
通
争
点

に
判
断
対
象
を
絞
り
込
ん
で
紛
争
解
決
の
効
率
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
事
件
に
よ
っ
て
は
、
責
任
が
認
め
ら
れ
た
被
告
か
ら
和
解
を

引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
別
争
点
の
審
理
に
移
る
こ
と
な
く
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
ま
す
。
こ
の
共
通
義
務
確
認

訴
訟
は
、
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
、
対
象
消
費
者
な
ど
か
ら
の
授
権
や
委
任
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
団
体
の
独
自
の
判
断
に

お
い
て
、
被
告
の
企
業
等
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
そ
の
あ
た
り
が
、
今
回
の
制
度
が
日
本
版
ク
ラ

ス
ア
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
理
由
で
し
ょ
う
。
こ
の
一
段
階
目
の
手
続
に
対
象
消
費
者
が
訴
訟
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
が
、
専
門
調
査
会
で
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
理
論
的
に
は
、
対
象
消
費
者
の
参
加
を
認
め
る
と
い
う
制
度
設
計
は
十
分
に

あ
り
得
ま
す
。
し
か
し
、
一
段
階
目
の
手
続
を
複
雑
に
す
る
の
で
望
ま
し
く
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
消
費
者
個
人
に
よ
る
訴
訟
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参
加
は
認
め
な
い
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
確
定
判
決
が
誰
に
及
ぶ
か
が
、
こ
の
仕
組
み
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、
次
の
よ
う
に
な

り
ま
す）（（
（

。
ま
ず
、
原
告
で
あ
る
特
定
適
格
消
費
者
団
体
と
被
告
で
あ
る
企
業
等
に
確
定
判
決
の
既
判
力
が
及
ぶ
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、

こ
の
点
は
、
通
常
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
と
同
じ
で
す）（（
（

。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、
当
該
事
件
の
対
象
消

費
者
で
あ
っ
て
二
段
階
目
の
手
続
に
届
出
を
し
た
消
費
者
に
も
、
共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
確
定
判
決
の
既
判
力
が
及
び
ま
す）（（
（

。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
結
果
を
二
段
階
目
の
手
続
で
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
二
段
階
目
の

手
続
は
、
原
告
が
一
段
階
目
の
訴
訟
で
勝
訴
し
た
場
合
（
被
告
に
よ
る
請
求
の
認
諾
を
含
む
）
か
、
あ
る
い
は
、
勝
訴
と
同
じ
内
容
の

和
解
が
成
立
し
た
場
合
に
の
み
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
、
結
果
的
に
は
、
一
段
階
目
の
判
決
の
う
ち
、
勝
訴
判
決
の
結
果
の
み
が
拡
張

さ
れ
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
他
方
、
一
段
階
目
の
判
決
で
原
告
で
あ
る
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
敗
訴
し
た
場
合
に
は
、
対
象
消
費

者
は
、
そ
の
判
決
に
か
か
わ
ら
ず
、
以
後
も
自
由
に
同
一
の
被
告
を
相
手
に
損
害
賠
償
請
求
等
の
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
こ
で
、
こ
の
制
度
は
、
既
判
力
の
片
面
的
拡
張
を
認
め
た
も
の
だ
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、

結
果
的
に
は
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
現
象
が
生
じ
ま
す
が
、
理
論
的
に
は
、
既
判
力
の
片
面
的
拡
張
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
か

り
に
一
段
階
目
の
判
決
が
勝
訴
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
に
不
満
が
あ
る
対
象
消
費
者
は
、
二
段
階
目
の
手
続
に
届
出
を
し

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
独
自
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

五　

二
段
階
目
の
手
続

　

１　

二
段
階
目
の
手
続
の
概
要

　

二
段
階
目
の
手
続
は
、
対
象
債
権
の
確
定
手
続
で
す）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
一
段
階
目
の
手
続
に
よ
っ
て
被
告
に
責
任
が
あ
る
こ
と
が
確
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定
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
誰
に
い
く
ら
を
支
払
う
か
を
確
定
す
る
手
続
で
す
。
こ
の
対
象
債
権
の
確
定
の
た
め
の
事
実
関
係
や
証
拠

資
料
は
、
対
象
債
権
ご
と
に
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
普
通
の
訴
訟
で
行
う
と
時
間
や
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
原
則
と
し
て
書
面
審
理
を
中
心
と
し
た
簡
易
な
手
続
で
行
う
仕
組
み
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
簡
易
確
定
手
続
と
呼
ば
れ

ま
す
。
簡
易
確
定
手
続
は
、
届
出
債
権
の
内
容
に
つ
い
て
当
事
者
の
認
否
が
一
致
す
れ
ば
、
そ
の
認
否
の
内
容
で
確
定
し
ま
す
。
こ

れ
に
対
し
、
事
業
者
の
認
否
の
内
容
を
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
争
う
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
決
定
で
判
断
し
ま
す
。
こ
れ
を
簡
易

確
定
決
定
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
簡
易
確
定
決
定
の
証
拠
調
べ
は
原
則
と
し
て
書
証
に
限
ら
れ
て
い
ま
す）（（
（

。
当
事
者
が
簡
易
確
定
決
定

の
内
容
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
異
議
の
申
立
て
が
あ
る
と
、
簡
易
確
定
決
定
は
効
力

を
失
い）（（
（

、
債
権
届
出
の
と
き
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
訴
訟
手
続
へ
と
移
行
し
ま
す）（（
（

。
他
方
、
適
法
な
異
議

の
申
立
て
が
な
い
と
き
は
、
簡
易
確
定
決
定
は
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
し
ま
す）（（
（

。
以
上
が
、
二
段
階
目
の
手
続
の
文
字
ど
お

り
の
概
要
で
す
が
、
二
段
階
目
の
手
続
は
一
段
階
目
よ
り
も
や
や
複
雑
で
あ
り
、
条
文
の
数
も
圧
倒
的
に
多
い
の
で
、
手
続
の
流
れ

に
沿
っ
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２　

簡
易
確
定
手
続
の
開
始

　

簡
易
確
定
手
続
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
①
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
に
お
い
て
原
告
勝
訴
の
判
決
が
確
定
し
た
と
き
、
②

一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
に
お
い
て
被
告
が
請
求
を
認
諾
し
た
と
き
、
③
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
に
お
い
て
原
告

勝
訴
と
同
様
の
内
容
の
和
解
が
成
立
し
た
と
き
で
す）（（
（

。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
を
追
行
し
た
特
定

適
格
消
費
者
団
体
が
、
一
段
階
目
の
被
告
を
相
手
方
と
し
て
、
一
段
階
目
の
第
一
審
の
終
局
判
決
を
担
当
し
た
地
方
裁
判
所
に
簡
易

確
定
手
続
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
を
担
当
し
た
特
定
適
格
消
費
者
団
体
は
、
正
当

な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
段
階
目
の
判
決
確
定
か
ら
一
か
月
以
内
に
、
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
義
務
を
負
っ
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て
い
ま
す）（（
（

。
簡
易
確
定
手
続
の
申
立
て
を
行
っ
た
特
定
適
格
消
費
者
団
体
は
、
簡
易
確
定
手
続
申
立
団
体
（
以
下
、「
申
立
団
体
」
と

い
う
）
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

簡
易
確
定
手
続
の
申
立
て
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
そ
の
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
と
き
ま
た
は
費
用
の
予
納
が
な
い
と
き
を
除
い

て
、
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
決
定
を
し
ま
す）（（
（

。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
対
象
債
権
の
届
出
期
間
と
そ
の
届
出
に
対
す
る
被
告
の
認

否
期
間
を
定
め
ま
す）（（
（

。
つ
ま
り
、
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
二
段
階
目
の
手
続
に
参
加
す
る
対
象
消
費
者
を
募
集
す
る
た
め
の
手

続
を
と
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
で
す
。
対
象
消
費
者
を
募
集
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
を
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

裁
判
所
は
、
簡
易
確
定
手
続
開
始
決
定
の
主
文
、
対
象
債
権
、
対
象
消
費
者
の
範
囲
、
届
出
期
間
、
認
否
期
間
な
ど
の
必
要
事
項
を
、

官
報
に
掲
載
し
て
公
告
し
ま
す）（（
（

。
ま
た
、
申
立
団
体
も
、
同
様
に
周
知
の
手
続
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
届
出
期

間
の
末
日
の
一
か
月
前
ま
で
に
、
知
れ
て
い
る
対
象
消
費
者
に
対
し
、
所
定
の
事
項
を
書
面
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
な
ど
の
方
法
に

よ
っ
て
通
知
す
る
と
と
も
に
、
知
れ
て
い
な
い
対
象
消
費
者
の
た
め
に
、
所
定
の
事
項
を
相
当
な
方
法
に
よ
り
公
告
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん）（（
（

。

　

さ
ら
に
、
対
象
消
費
者
の
募
集
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
、
簡
易
確
定
手
続
の
相
手
方
（
一
段
階
目
の
共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
被

告
）
に
も
、
一
定
の
協
力
義
務
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
相
手
方
は
、
申
立
団
体
か
ら
の
求
め
が
あ
る
と
き
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
や
会
社
の
営
業
所
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
公
衆
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
す
る
方
法
な
ど
に
よ
り
、
所

定
の
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん）（（
（

。
ま
た
、
相
手
方
は
顧
客
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
情
報
を
開
示
す
る
義
務
を
負
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
は
、
対
象
消
費
者
の
氏
名
や
住
所
等
が
記
載
さ
れ
た
文
書
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
記
録
を
持
っ
て
い
る
と

き
は
、
届
出
期
間
中
に
申
立
団
体
か
ら
求
め
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
当
該
申
立
団
体
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん）（（
（

。
相
手
方
が
、

こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
申
立
団
体
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す）（（
（

。
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３　

簡
易
確
定
手
続
の
実
施

　

二
段
階
目
の
手
続
に
よ
っ
て
自
分
の
債
権
を
裁
判
手
続
で
確
定
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
対
象
消
費
者
は
、
二
段
階
目
の
手
続
に

参
加
す
る
た
め
に
申
立
団
体
に
授
権
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
二
段
階
目
の
手
続
は
一
種
の
オ
プ
ト
イ
ン
手
続
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
対
象
消
費
者
か
ら
授
権
の
申
出
を
受
け
た
申
立
団
体
は
、
そ
の
者
と
簡
易
確
定
手
続
の
授
権
契
約
を
締
結
し
ま

す
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
を
除
い
て
、
授
権
契
約
の
締
結
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん）（（
（

。
申
立
団
体
の
恣
意
的

な
判
断
に
よ
っ
て
救
済
を
受
け
ら
れ
な
い
対
象
消
費
者
が
出
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
規
律
で
す
。
こ
う
し
て
授
権
を
受
け
た
申
立
団

体
は
、
対
象
債
権
を
裁
判
所
に
届
け
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す）（（
（

。
つ
ま
り
、
対
象
債
権
の
届
出
は
、
常
に
対
象
債
権
者
が
申
立
団
体
に

授
権
を
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
対
象
債
権
者
が
み
ず
か
ら
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん）（（
（

。
こ
れ
は
、
手
続
が
煩
雑
に
な
る
事

態
を
避
け
る
た
め
の
規
律
で
す
。
申
立
団
体
か
ら
の
届
出
が
な
さ
れ
る
と
、
裁
判
所
書
記
官
は
届
出
消
費
者
表
を
作
成
し
ま
す）（（
（

。
届

出
消
費
者
表
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
届
出
債
権
の
内
容
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
簡
易
確
定
手
続
は
、
こ
の
届
出
消
費
者
表
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
ま
す
。

　

簡
易
確
定
手
続
で
は
、
個
別
の
届
出
債
権
が
訴
訟
手
続
よ
り
も
簡
易
な
非
訟
手
続
に
よ
っ
て
審
理
・
確
定
さ
れ
ま
す）（（
（

。
ま
ず
、
相

手
方
は
、
届
出
期
間
内
に
債
権
届
出
が
あ
っ
た
届
出
債
権
に
つ
い
て
、
認
否
期
間
内
に
認
否
を
し
ま
す
。
こ
の
場
合
の
認
否
と
は
、

届
出
債
権
を
届
出
ど
お
り
の
内
容
で
あ
る
と
認
め
る
か
、
そ
れ
と
も
認
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
か
と
い
う
応
答
の
こ
と
で
す
。
認
否

期
間
内
に
認
否
が
な
い
と
き
は
、
届
出
債
権
の
内
容
を
認
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す）（（
（

。
相
手
方
が
、
届
出
債
権
の
内
容
の
全
部
を

認
め
た
と
き
は
、
届
出
債
権
は
届
出
の
内
容
ど
お
り
に
確
定
し
ま
す）（（
（

。
相
手
方
が
、
届
出
債
権
の
一
部
で
も
否
認
し
た
と
き
は
、
申

立
団
体
は
、
認
否
期
間
の
末
日
か
ら
一
か
月
以
内
に
そ
の
認
否
を
争
う
か
ど
う
か
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
申
立
団
体

が
、
認
否
を
争
う
旨
の
申
出
を
こ
の
期
間
内
に
し
な
い
と
き
は
、
届
出
債
権
の
内
容
は
、
届
出
債
権
の
認
否
の
内
容
ど
お
り
に
確
定

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す）（（
（

。
以
上
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
確
定
し
た
届
出
消
費
者
表
の
記
載
は
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
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有
し
ま
す）（（
（

。

　

相
手
方
が
、
届
出
債
権
の
内
容
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
否
認
し
、
申
立
団
体
も
相
手
方
の
認
否
を
争
う
と
き
は
、
裁
判
所
が
、
債

権
の
簡
易
確
定
決
定
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す）（（
（

。
こ
の
簡
易
確
定
決
定
の
審
理
手
続
で
は
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
双
方
を
審
尋
す
る

と
と
も
に
、
証
拠
調
べ
を
し
ま
す
。
た
だ
し
、
証
拠
調
べ
は
、
原
則
と
し
て
書
証
の
み
に
限
ら
れ
ま
す）（（
（

。
請
求
を
認
容
す
る
簡
易
確

定
決
定
、
す
な
わ
ち
届
出
債
権
の
支
払
を
命
ず
る
簡
易
確
定
決
定
に
つ
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
申
立

て
に
よ
り
ま
た
は
職
権
で
、
仮
執
行
宣
言
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す）（（
（

。

　

４　

異
議
に
よ
る
通
常
訴
訟
へ
の
移
行

　

特
定
適
格
消
費
者
団
体
、
届
出
消
費
者
、
被
告
は
、
簡
易
確
定
決
定
の
内
容
に
不
服
が
あ
れ
ば
、
簡
易
確
定
決
定
の
決
定
書
の
送

達
の
日
か
ら
一
か
月
以
内
に
、
そ
の
簡
易
確
定
決
定
を
し
た
裁
判
所
に
対
し
て
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す）（（
（

。
こ
の
よ

う
に
、
異
議
の
申
立
て
は
上
級
裁
判
所
へ
の
上
訴
で
は
な
く
、
簡
易
な
手
続
を
行
っ
た
同
一
の
裁
判
所
に
対
し
て
本
格
的
な
訴
訟
手

続
に
よ
る
再
審
理
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
異
議
の
申
立
て
が
な
い
と
き
は
、
簡
易
確
定
決
定
は
確
定
判
決
と
同
じ
効
力
を
有
す
る
も
の
と
な
り
ま
す）（（
（

。
他
方
、
こ
の
異

議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
簡
易
確
定
決
定
は
そ
の
効
力
を
失
い
ま
す
。
そ
し
て
、
債
権
届
出
が
な
さ
れ
た
請
求
は
、
そ
の
債

権
届
出
の
時
に
届
出
団
体
を
原
告
と
し
て
簡
易
確
定
決
定
を
し
た
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す）（（
（

。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
当
該
事
件
は
通
常
の
訴
訟
手
続
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

異
議
に
よ
る
通
常
訴
訟
へ
の
移
行
後
は
、
普
通
の
訴
訟
と
同
様
の
手
続
に
よ
っ
て
審
理
が
続
行
さ
れ
ま
す
。
届
出
団
体
は
、
異
議

後
の
訴
訟
を
追
行
す
る
に
は
、
届
出
債
権
者
か
ら
再
度
の
授
権
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す）（（
（

。
簡
易
確
定
手
続
と
訴
訟
手
続
で
は
審
理

の
方
法
や
内
容
が
異
な
る
の
で
、
簡
易
確
定
手
続
の
授
権
だ
け
で
は
不
十
分
だ
か
ら
で
す
。
異
議
後
の
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
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簡
易
確
定
決
定
と
同
一
の
判
断
に
達
し
た
場
合
は
、
簡
易
確
定
決
定
に
お
け
る
届
出
債
権
支
払
命
令
を
認
可
す
る
判
決
を
し
ま
す）（（
（

。

他
方
、
そ
れ
以
外
の
判
断
に
な
っ
た
場
合
は
、
仮
執
行
宣
言
を
付
け
た
届
出
債
権
支
払
命
令
を
取
消
し）（（
（

、
そ
の
新
た
な
判
断
に
基
づ

く
判
決
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
1
）　

同
法
律
案
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
一
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
日
、
国
会
（
第
一
八
三
回
国
会
）
に
内
閣
提
出
法
案
（
閣
第
六
〇

号
）
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
消
費
者
庁
は
、
同
日
、
同
法
律
案
お
よ
び
関
連
資
料
を
同
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
た
。

http://w
w
w
.caa.go.jp/planning/index1（.htm

l

参
照
。

（
2
）　

同
報
告
書
は
、
内
閣
府
国
民
生
活
局
か
ら
関
係
業
務
を
引
き
継
い
だ
消
費
者
庁
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
公
表
さ
れ
た
。http://

w
w
w
.caa.go.jp/planning/pdf/torim

atom
e.pdf

参
照
。

（
3
）　

同
報
告
書
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
入
手
可
能
。http://w

w
w
.cao.go.jp/consum

er/history/01/kabusoshiki/shudan/
doc/001_101028_shiryou2-2-2.pdf#search=%

27%
E9%

9B%
86%
E（%

9B%
A
3%
E7%

9A
%
8（%
E6%

B6%
88%
E8%

B2%
BB%

E8%
80%
8（%
E8%

A
2%
A
B%
E（%

A
E%
B3%

E6%
9（%
91%
E6%

B8%
88%
E（%

88%
B6%

E（%
BA
%
A
6%
E7%

A
0%
9（%
E7%

A
9

%
B6%

E（%
BC%

9A
%
27.

（
（
）　

同
専
門
調
査
会
の
議
事
録
や
会
議
資
料
は
、http://w

w
w
.cao.go.jp/consum

er/history/01/kabusoshiki/shudan/

参
照
。

（
（
）　

同
報
告
書
は
、
前
掲
注（
（
）の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
入
手
可
能
。

（
6
）　

三
木
浩
一
「
多
数
当
事
者
紛
争
の
処
理
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
四
頁
参
照
。

（
7
）　

法
案
三
条
一
項
一
号
〜
五
号
参
照
。
な
お
、
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
利
息
ま
た
は
損
害
賠
償
の
請
求
も
対
象
事
案
に
含
ま
れ
る
。

（
8
）　

法
案
三
条
二
項
参
照
。

（
9
）　

法
案
三
条
〜
一
一
条
参
照
。

（
10
）　

法
案
二
条
四
号
参
照
。

（
11
）　

法
案
九
条
参
照
。

（
12
）　

民
事
訴
訟
法
一
一
五
条
一
項
一
号
参
照
。
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（
13
）　

な
お
、
共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
確
定
判
決
の
既
判
力
は
、
当
該
共
通
義
務
確
認
訴
訟
の
当
事
者
以
外
の
特
定
適
格
消
費
者
団
体
に
も

及
ぶ
。
他
の
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
同
一
の
訴
え
を
繰
り
返
し
提
起
す
る
こ
と
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
法
案
九
条
参
照
。

（
1（
）　

法
案
一
二
条
〜
六
四
条
参
照
。

（
1（
）　

法
案
四
五
条
一
項
参
照
。

（
16
）　

法
案
四
六
条
五
項
参
照
。

（
17
）　

法
案
五
二
条
参
照
。

（
18
）　

法
案
四
六
条
六
項
参
照
。

（
19
）　

法
案
一
二
条
参
照
。

（
20
）　

法
案
一
四
条
、
一
五
条
参
照
。

（
21
）　

法
案
一
九
条
参
照
。

（
22
）　

法
案
二
一
条
参
照
。

（
23
）　

法
案
二
二
条
参
照
。

（
2（
）　

法
案
二
五
条
、
二
六
条
参
照
。

（
2（
）　

法
案
二
七
条
参
照
。

（
26
）　

法
案
二
八
条
参
照
。

（
27
）　

法
案
二
九
条
参
照
。

（
28
）　

法
案
三
三
条
一
項
参
照
。

（
29
）　

法
案
三
〇
条
一
項
〜
二
項
参
照
。

（
30
）　

法
案
三
〇
条
一
項
参
照
。

（
31
）　

法
案
四
一
条
参
照
。

（
32
）　

法
案
四
一
条
〜
四
七
条
参
照
。

（
33
）　

法
案
四
二
条
二
項
参
照
。

（
3（
）　

法
案
四
二
条
三
項
参
照
。
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（
3（
）　

法
案
四
七
条
一
項
参
照
。

（
36
）　

法
案
四
二
条
五
項
、
四
七
条
二
項
参
照
。

（
37
）　

法
案
四
四
条
参
照
。

（
38
）　

法
案
四
五
条
二
項
参
照
。

（
39
）　

法
案
四
四
条
四
項
参
照
。

（
（0
）　

法
案
四
六
条
一
項
、
二
項
参
照
。

（
（1
）　

法
案
四
六
条
六
項
参
照
。

（
（2
）　

法
案
五
二
条
一
項
参
照
。

（
（3
）　

法
案
五
三
条
一
項
参
照
。

（
（（
）　

法
案
五
五
条
一
項
参
照
。

（
（（
）　

法
案
五
五
条
二
項
参
照
。


